
 

令和６年第１回定例会 提出議案 

議案 

番号 
件       名 提   案   理   由 議決月日 

議決 

番号 

議決 

結果 

１ 令和６年度美里町一般会計予算 予 算 額      ５，７５７，９８６千円 ３月２１日 ２８ 
原案

可決 

２ 
令和６年度美里町国民健康保険特別会計

予算 
予 算 額      １，４３４，２９２千円 ３月２１日 ３０ 

原案

可決 

３ 令和６年度美里町介護保険特別会計予算 予 算 額      １，１８９，７６４千円 ３月２１日 ３１ 
原案

可決 

４ 
令和６年度美里町後期高齢者医療特別会

計予算 
予 算 額        １５８，７３９千円 ３月２１日 ３２ 

原案

可決 

５ 令和６年度美里町水道事業会計予算 

収益的収入予定額       ３２５，７８８千円 

収益的支出予定額     ３１４，８４７千円 

資本的収入予定額     ９１８，３３６千円 

資本的支出予定額   １，１１５，９６３千円 

３月２１日 ３３ 
原案

可決 

６ 令和６年度美里町下水道事業会計予算 

収益的収入予定額       ３８２，４０８千円 

収益的支出予定額     ３８２，４０８千円 

資本的収入予定額     ２２２，３５０千円 

資本的支出予定額     ２２２，３５０千円 

３月２１日 ３４ 
原案

可決 

７ 専決処分の承認を求めることについて 

電力・ガス・食料品等価格高騰に対して緊急に支援を講じ

る必要があるため、令和５年度美里町一般会計予算を補正 

する必要が生じ、令和５年１２月２８日令和５年度美里町 

一般会計補正予算（第７号）を専決処分したので、地方自 

治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するも 

のである。 

３月１日 ２ 
原案

承認 

８ 専決処分の承認を求めることについて 

電力・ガス・食料品等価格高騰に対して緊急に支援を講じ

る必要があるため、令和５年度美里町水道事業会計予算を 

補正する必要が生じ、令和５年１２月２８日令和５年度美 

里町水道事業会計補正予算（第４号）を専決処分したので、

地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出 

するものである。 

３月１日 ３ 
原案

承認 

９ 
令和５年度美里町一般会計補正予算 

（第８号） 

補正予算額        ２３５，６８９千円 

    総   額       ６，３００，１３２千円 
３月４日 ５ 

原案

可決 

10 
令和５年度美里町国民健康保険特別会計

補正予算（第４号） 

補正予算額         １２，６４１千円 

    総   額       １，４３１，５６０千円 
３月４日 ６ 

原案

可決 

11 
令和５年度美里町介護保険特別会計補正

予算（第３号） 

補正予算額           △５，７８０千円 

総   額      １，１９４，３６２千円 
３月４日  ７ 

原案

可決 

12 
令和５年度美里町後期高齢者医療特別会

計補正予算(第３号) 

補正予算額           △７３４千円 

総   額        １４６，８３５千円 
３月４日 ８ 

原案

可決 

13 美里町行政不服審査会条例 
 行政不服審査法の規定に基づく行政不服審査会を設置し

たいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 １０ 

原案

可決 

  



14 
美里町町長等の損害賠償責任の一部の免

責に関する条例の一部を改正する条例 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令が公布された

ことに伴い、所要の改正をしたいので、この案を提出する 

ものである。 

３月２１日 １１ 
原案

可決 

15 
美里町消防団員の定員、任免、報酬、服

務等に関する条例の一部を改正する条例 

消防団員の出動報酬について、近隣市町の額と均衡を図 

りたいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 １２ 

原案

可決 

16 
美里町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例 

 国家公務員の昇給基準と均衡を図るため、所要の改正をし

たいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 １３ 

原案

可決 

17 
美里町企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例等の一部を改正する条例 

 会計年度任用職員に勤勉手当を支給するため、所要の改正

をしたいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 １４ 

原案

可決 

18 
美里町職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例の一部を改正する条例 

 国家公務員の勤務条件との均衡を図るため、所要の改正を

したいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 １５ 

原案

可決 

19 美里町手数料条例の一部を改正する条例 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正

する政令等が施行されたことに伴い、所要の改正をしたい 

ので、この案を提出するものである。 

３月１日 ４ 
原案

可決 

20 
美里町介護保険条例の一部を改正する条

例 

第９期美里町高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づ

き、第１号被保険者の保険料を改定したいので、この案を 

提出するものである。 

３月２１日 １６ 
原案

可決 

21 

美里町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に係る基準に関する

条例等の一部を改正する条例 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するた

めの厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が施行され

たこと等を踏まえ、所要の改正をしたいので、この案を提 

出するものである。 

３月２１日 １７ 
原案

可決 

22 

美里町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に係る基準に関する

条例等の一部を改正する条例 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令が公布されたことを踏まえ、所

要の改正をしたいので、この案を提出するものである。 

３月２１日 １８ 
原案

可決 

23 
美里町重度心身障害者医療費支給に関す

る条例等の一部を改正する条例 

福祉医療費支給制度の対象者を明確にするため、所要の 

改正をしたいので、この案を提出するものである。 
３月２１日 １９ 

原案

可決 

24 
美里町在宅重度要介護高齢者介護手当支

給条例の一部を改正する条例 

要介護高齢者の在宅生活の継続と介護者の経済的負担の

軽減を図るため、在宅重度要介護高齢者介護手当を増額し 

たいので、この案を提出するものである。 

３月２１日 ２０ 
原案

可決 

25 

美里町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令が施行

されたことを踏まえ、所要の改正をしたいので、この案を 

提出するものである。 

３月２１日 ２１ 
原案

可決 

26 

美里町再生可能エネルギー発電設備の設

置事業及び運営事業の適正管理に関する

条例 

再生可能エネルギー発電設備の設置及び再生可能エネル

ギー発電設備の設置を目的とした土地の造成並びに再生可

能エネルギー発電設備の維持管理に関し、必要な事項を定 

めたいので、この案を提出するものである。 

３月２１日 ２２ 
原案

可決 

27 
美里町まちの景観と空家等の対策の推進

に関する条例の一部を改正する条例 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する

法律が施行されたことに伴い、所要の改正をしたいのでこ 

の案を提出するものである。 

３月２１日 ２３ 
原案

可決 

28 
美里町水道事業給水条例の一部を改正す

る条例 

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備

に関する法律が公布されたことに伴い、所要の改正をした 
３月２１日 ２４ 

原案

可決 



 

 いので、この案を提出するものである。 

29 
美里町公民館設置及び管理に関する条例 

の一部を改正する条例 

 公民館の利用促進を図るため、所要の改正をしたいので、

この案を提出するものである。 
３月２１日 ２５ 

原案

可決 

30 町道路線の廃止について 
町道路線の一部払下げに伴い、町道路線を短縮したいの

で、この案を提出するものである。 
３月２１日 ２６ 

原案

可決 

31 町道路線の認定について 
町道路線の一部払下げに伴い、町道路線を短縮したいの

で、この案を提出するものである。 
３月２１日 ２７ 

原案

可決 

32 専決処分の承認を求めることについて 

地方税法の一部を改正する法律等が施行されたことに伴

い、緊急に美里町税条例を改正する必要が生じ、令和６年 

２月２８日美里町税条例の一部を改正する条例を専決処分

したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この

案を提出するものである。 

３月１日 ９ 
原案

承認 

発議 

１ 

美里町議会委員会条例の一部を改正する

条例 

美里町課設置条例の一部改正に伴い、所要の改正をしたい

ので、この案を提出するものである。 
３月１日 １ 

原案

可決 

発議 

２ 

第１号議案 令和６年度美里町一般会計

予算に対する附帯決議 

一般会計予算の美里町消防団第二分団車庫及び詰所建築 

事業、ハイキングコース整備工事及び各会・各団体の補助 

金の執行にあたり、当事者からの意見を聴いてから必要な 

対応等を行うよう強く要望するため、本決議を提出するも 

のである。 

 

３月２１日 ２９ 
原案

可決 

 


